
                    

 

 
 

 

 

 

職場における熱中症対策の徹底を要請 
～ 令和７年６月１日から熱中症対策が義務化 ～ 

 滋賀労働局（局長 多和田
た わ だ

 治彦
はるひこ

）は、職場における熱中症対策を徹底するため、製造業

や建設業などで構成される７団体に対し、改正労働安全衛生規則により令和７年６月１日

から義務化される熱中症対策の徹底を要請します。 

≪ポイント≫ 

１ 令和７年６月１日から、熱中症の重篤化による死亡災害を防止し、熱中症のおそれが

ある作業者を早期に発見して適切に対処することを目的として、事業者に対し、「早期発

見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者

への周知」が義務付けられます。【参考資料１】 

 

２ 気象庁の３ヶ月予報（本年６～８月期）によると、滋賀県を含む西日本では、平年よ

り気温が高くなる見込みであり、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念され

ます。 

 

３ 滋賀労働局長から、労働災害防止団体等７団体に対し、義務化された熱中症対策の要

請書を手交します。 【参考資料２「要請書」】 【参考資料３「要請先団体一覧」】 

   ※ 日時・場所 

令和７年６月２日（月）１４：００メド  

滋賀労働局 局長室（大津市打出浜１４番１５号 ４階） 

 

４ 滋賀労働局では、労働基準監督署での指導等を通じて、事業者に対して、義務化され

た熱中症対策の周知徹底を図ることとしています。また、義務化された熱中症対策の周

知の一環として、改正労働安全衛生規則の内容を記載したウェットティッシュを事業者

等に配布する予定です。 

 

 是非、取材にお越しいただきますようお願いいたします。  

 上記担当にご連絡ください。  

滋賀労働局労働基準部 

健康安全課長 枡谷佳幸 

労働衛生専門官 松岡宏一 

電話：077－522－6650 

担 

当 

滋 賀 労 働 局 発 表 

令和７年５月 26 日 

資 料 提 供 
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参考資料１





                     

参考資料２ 

 

職場における熱中症対策の徹底について（要請） 

 

 

 労働行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいた

だき御礼申し上げます。 

 さて、令和６年の滋賀県の職場における熱中症による労働災害は１０件

発生し、過去１０年間で２番目に多い結果となり、平成３０年以降は多発

傾向にあります。 

本年は、気象庁の３か月予報（６～８月）によると、滋賀県を含む西日

本で、平年より気温が高くなると予想され、熱中症による労働災害が多く

発生することが懸念されます。 

 また、熱中症の重篤化による死亡災害を防止し、熱中症のおそれがある

作業者を早期に発見して適切に対処することを目的として、事業者に対し、

令和７年６月１日から、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止す

るための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられ

ました（別添参照）。  ※別添は改正安衛則の施行通達（添付略） 

 つきましては、会員企業等に対して、義務化された熱中症対策の周知を

図っていただき、職場における熱中症対策が徹底されるよう要請いたしま

す。 

 

 （別記関係団体の長） 殿 

 

 

 

              令和７年６月２日 

 

              滋賀労働局長  多和田 治彦 



                     

参考資料３ 

 

                               別記 

 

要請先団体一覧 

 

 

１  公益社団法人 滋賀労働基準協会 

 

２  一般社団法人 日本ボイラ協会京滋支部 

 

３  一般社団法人 日本クレーン協会滋賀支部 

 

４  建設業労働災害防止協会滋賀県支部 

 

５  陸上貨物運送事業労働災害防止協会滋賀県支部 

 

６  林業・木材製造業労働災害防止協会滋賀県支部 

 

７  公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会滋賀県支部 


